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JSG ニュースレター 

<Tax> 

台湾と韓国が租税協定を締結 

 

 

クライアント各位 

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 

財政部は 2021 年 11 月 30 日付のプレスリリースで、台湾と韓国が 2021 年 11 月

17 日付で「所得に対する租税に関する二重課税の回避および脱税の防止のための取

り決め」（以下、台韓租税協定）を締結したと発表しました。締結国双方の国内法で

の手続が完了したことを相互に通知した後、当該協定の定める日に効力を生じるととも

に、効力を生じた次の年の 1 月 1 日から適用が開始されます。 

 

財政部は台韓租税協定の内容をまだ公表していませんが、当該協定は、OECD モデ

ル協定を基礎に作成されており、所得源泉国により、他方の締結国の居住者（個人

および企業を含む）が取得した各種所得について、適切な租税減免措置を提供するこ

とで、二重課税を排除し税負担を軽減するとともに、紛争解決やその他の税務上の協

力の枠組みを構築するものとしています。 

 

勤業衆信の見解 

韓国の現行の国内税法規定では、居住者が配当、利子およびロイヤリティを非

居住者に支払う場合、税率 20%または 14%（利子に適用）により源泉徴収を行

わなければなりません。台韓租税協定の発効後、台湾企業は、より有利な源泉徴

収税率の適用の機会を検討するとともに、台湾の営利事業所得税に係る外国税

額控除も活用し、二重課税リスクを低減することができます。 
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このほか、すでに台湾で事業を行っている韓国企業は、租税協定に規定のある相

互協議体制を通して、二国間事前確認制度の申請(Bilateral Advance Pricing 

Arrangement: BAPA) ま た は 移 転 価 格 の 対 応 的 調 整 （ Correlative 

Adjustments）により、関連者間取引の移転価格審査リスクを低減し、税負担の

確実性を高めることができます。 
 

 
 

 

   

 

過去のニュースレターはこちら 

台湾 JSG のホームページはこちら 
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日商組新聞稿 

<Tax> 

我國與南韓簽署租稅協定 

 

 

 

  依據財政部 2021 年 11 月 30 日發布之新聞稿，臺灣與南韓已於 2021 年

11 月 17 日簽署「避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定（以下簡稱臺韓所得

稅協定）」，俟雙方各自完成國內法定程序並相互通知後，依協定規定日期

生效，並自生效日次年 1 月 1 日起適用。 

儘管財政部尚未公布臺韓所得稅協定內容，但指出該協定以國際稅約範

本為藍本，由所得來源國就他方締約國居住者（包括人民及企業）取得之各

類所得提供合宜減免稅措施，以消除重複課稅，甚至減輕稅負，並提供爭議

解決機制及其他稅務合作。 

勤業眾信觀點 

在南韓現行法規下，居住者給付股利、利息及權利金予非居住者時，

應依 20%或 14%稅率(適用於利息)辦理扣繳。未來臺韓所得稅協定上路

後，臺灣企業可進一步評估是否有機會適用更優惠的扣繳稅率同時善用臺

灣營利事業所得稅境外稅額扣抵，降低重複課稅的風險。 

此外，已於臺灣經營業務的韓商企業，亦可檢視是否透過該協定提供

的相互協議機制申請雙邊預先訂價協議或移轉訂價相對應調整以減少關係

企業交易移轉訂價查核風險並增進稅負確定性。 
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